
平成２３年度東京都微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等把握事業補助金交付要綱 

 

（制定） 平成２３年３月３１日付２２環廃産第８３８号 

  

 

（目的）  

第１条 この要綱は、東京都が、東京都地域グリーンニューディール基金条例（平成２１

年東京都条例第１０２号）に基づき設置した東京都地域グリーンニューディール基金を

活用して平成２３年度に行う、都内にある微量のポリ塩化ビフェニル（以下「微量ＰＣ

Ｂ」という。）に汚染されているおそれのある廃棄予定の電気機器等（以下「廃電気機

器等」という。）に、微量ＰＣＢが混入しているかどうかを把握するために当該微量Ｐ

ＣＢの濃度を測定する事業（以下「補助対象事業」という。）への補助金の交付につい

て必要な事項を定める。  

 

（補助対象事業の名称等）  

第２条 補助対象事業の名称、補助対象者、補助対象機器、補助金交付の対象となる経費

（以下「補助対象経費」という。）、補助金の額及び補助限度額は、別表によるものと

する。  

 

（補助金の交付申請）  

第３条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補助対象事業

を実施する前に補助金交付申請書（別記第１号様式）を東京都知事（以下「知事」とい

う。）に提出するものとする。 

２  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

 (1) 補助対象経費に係る見積書の写し（税抜きの金額を記載したもの。補助対象機器

が複数の場合は、１台ごとの税抜きの金額を記載したもの） 

 (2) 商業登記又は法人登記の登記事項証明書（発行後３箇月以内のもので、証明書原

本の確認ができる場合はその写しとすることができる。）（申請者が法人の場合の

み） 

(3) 印鑑証明書（発行後３箇月以内のもので、証明書原本の確認ができる場合はその

写しとすることができる。） 

(4) 支払金口座情報登録依頼書（支払金口座情報が未登録の場合のみ）  

(5) 補助対象者であることを証明する書類（第2号の書類では補助対象者への該当の有無が

確認できない場合のみ） 

 (6) その他知事が必要と認める書類 

 

（交付申請の受付期限及び受付停止） 

第４条 前条第１項の補助金の交付申請の受付期限は、平成２４年２月１５日とする。 

２ 前条第１項の補助金の交付申請の受付は、先着順に行い、東京都の予算の範囲を超え

た日をもって申請の受付を停止する。 



３ 前項の予算の範囲を超えた日に複数の申請書が提出された場合は、提出された申請書

の中で抽選を行う。 

４ 前項の場合において、抽選された申請が複数の補助対象機器についての申請である場

合は、第２項の予算の範囲内の台数についてのみ補助金を交付する。 

 

（補助金の交付決定及び通知）  

第５条 知事は、第３条第１項の申請があったときは、速やかに当該申請に係る書類を審

査し、その内容を適当と認めるときは、東京都の予算の範囲内で補助金の交付を決定す

るものとする。  

２ 前項の補助金の交付の決定に当たっては、条件を付するものとする。 

３ 知事は、補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金交付決定通知書（別記第２

号様式）により、補助金交付決定額、補助条件その他必要な事項を申請者に通知するも

のとする。 

４ 申請者は、知事から前項の規定による通知書を受けた日以降に補助対象事業に着手す

るものとする。  

 

（事情変更による決定の取消し等） 

第６条 知事は、補助金の交付決定後、天災地変その他事情変更により補助対象事業の全

部又は一部を継続する必要がなくなったと認めるときは、補助金交付の決定の全部若し

くは一部を取り消し、又は補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件を変更す

ることができる。ただし、補助対象事業のうち既に経過した期間に係る部分については、

この限りでない。 

 

（変更承認申請等）  

第７条 補助対象事業を行う者（以下「補助事業者」という。）は、第５条第３項の規定

による補助金交付決定通知を受けた後、補助対象事業に要する経費配分の変更を必要と

するとき、補助対象事業の内容を変更しようとするとき又は補助対象事業を中止し、若

しくは廃止しようとするときは、事業（変更・中止・廃止）承認申請書（別記第３号様

式）に関係書類を添えて、知事に提出し、その承認を受けるものとする。 

 

（変更承認及び通知）  

第８条 知事は、前条の申請があったときは、速やかに当該申請に係る書類を審査し、そ

の内容を適当と認めるときは、これを承認するものとする。 

２ 前項の場合において、補助金の交付決定額の変更を伴うときは、東京都の予算の範囲

内で当該変更を決定するものとする。 

３ 第５条第２項の規定は、前項の変更の決定について準用する。  

４ 知事は、第１項の承認をしたときは、補助対象事業の（変更・中止・廃止）承認通知

書（別記第４号様式）により、前条の申請をした者に通知するものとする。  

 

 



（実績報告）  

第９条 補助事業者は、補助対象事業に係る事業が完了した日の翌日から起算して１５日

を経過する日又は平成２４年３月１５日のいずれか早い日までに補助対象事業に係る

実績報告書（別記第５号様式）を知事に提出するものとする。 

２ 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。  

(1) 測定した、補助対象機器中の絶縁油に含まれる微量ＰＣＢの濃度を証明する書類（計量法

（平成４年法律第５１号）第１１０条第１項の計量証明事業者が発行したものに限る。）

の写し 

(2) 補助対象機器の銘板（製造者、製造年月等を表示したもの）を撮影した写真（銘

板を撮影することが不可能な場合には機器全体の写真とし、複数台ある場合は１台

ごとの写真とする。） 

(3) 請求明細書の写し（税抜きの金額を記載したもの。補助対象機器が複数の場合は、

１台ごとの税抜きの金額を記載したもの） 

(4) 支払いを確認することのできる書類（測定した事業者の発行した領収書その他

これに類するものをいう。）の写し 

(5) その他知事が必要と認める書類 

 

（補助金の額の確定）  

第１０条 知事は、前条第１項の実績報告書の提出があったときは、当該実績報告書の審

査及び必要に応じて行う現地調査により、その報告に係る補助対象事業の成果が補助金

の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金

の額を確定し、速やかに補助金の額の確定通知書（別記第６号様式）により補助事業者

に通知するものとする。  

 

（補助金の支払及び請求）  

第１１条 補助金の支払は、前条に定める補助金の額の確定後に行うこととする。  

２ 補助事業者は、補助金の交付を受けるため、前条による補助金の額の確定通知書を受

けた後、速やかに請求書（別記第７号様式）及び支払金口座振替依頼書を知事に提出す

るものとする。 

 

（決定の取消） 
第１２条 知事は、補助金の交付の決定後、次の各号の一に該当すると認められる場合に

は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。  

(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。 

(4) 補助金の交付決定の通知を受ける日の前に補助対象事業に着手したとき。  

(5) 予定の期間内に補助対象事業を完了しないとき。  

(6) その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要

綱に基づく命令に違反したとき。 



２ 前項の規定は、補助金の額の確定を行った後においても適用があるものとする。 

３ 知事は、補助事業者が第１項第１号、第２号又は第６号に該当した場合、補助事業者の氏名

又は名称及び不正の内容を公表することができる。 
４ 知事は、補助金の交付の決定の取消をしたときは、文書により速やかに申請者に通知

するものとする。  
 
（補助金の返還） 
第１３条 知事は、補助金の交付の決定を取り消した場合においては、当該取り消しに係る部分

に関し既に交付した補助金があるときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずる。 
２ 知事は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える

補助金を交付しているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずる。 
３ 知事は、第１項の規定により補助金の返還を命じたときは、補助事業者に対して、当該命令

に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付し

た場合におけるその後の期間については既納付額を控除した額）について、年１０．９５％の

割合（年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、３６５日当たりの割合とする。）

で計算した違約加算金（１００円未満の場合を除く。）を納付させなければならない。 
４ 知事は、前項の規定により補助事業者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するま

では、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。 
５ 知事は、補助事業者に対し補助金の返還を命じた場合において、補助事業者がこれを納期日

までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に

ついて、年１０．９５%の割合（年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、３６
５日当たりの割合とする。）で計算した延滞金（１００円未満の場合を除く。）を納付させな

ければならない。 
６ 前項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一

部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき

未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。 
 

（その他）  

第１４条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、東

京都補助金等交付規則（昭和３７年東京都規則第１４１号）の定めるところによる。  

 

附 則  

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 



別 表 
補助対象事

業の名称 補助対象者 補助対象機器 補助対象経費  補助金の額及び補助限度額  

微量ＰＣＢ

汚染廃電気

機器等把握

事業 

都内に補助対象機器を所有する者であっ

て、次に該当する者 

(1)個人 

(2)中小企業基本法（昭和３８年法律第 

１５４号）第２条第１項に規定する中小

企業者  

(3)中小企業団体の組織に関する法律（昭

和３２年法律第１８５号）第３条第１項

に規定する中小企業団体 

(4)常時使用する従業員数が１００人以

下の学校法人、宗教法人、医療法人又は

社会福祉法人 

(5)補助対象機器が建物の区分所有等に

関する法律（昭和３７年法律第６９号）

第２条第４項の共用部分に該当する場

合において、同法第４７条第２項の管理

組合法人 

 

微量ＰＣＢに汚染

されているおそれ

のある電気機器等

のうち、コンデン

サ及びトランス類 

 

(1)補助対象機器中の絶縁油に含

まれる微量ＰＣＢのサンプリング

に要する経費 

(2) 補助対象機器中の絶縁油に含

まれる微量ＰＣＢの濃度の分析

（絶縁油中の微量ＰＣＢに関す

る簡易測定法マニュアル（環境

省）に基づく絶縁油中のＰＣＢ簡

易定量法又は特別管理一般廃棄

物及び特別管理産業廃棄物に係

る基準の検定方法（平成４年厚生

省告示第１９２号）別表第２に規

定する方法により分析されたも

のに限る。）に要する経費 

なお、消費税及び地方消費税は

補助対象経費に含まない。 
 

 

 
 

(1)補助対象機器１台当たりの

補助金の額は、補助対象経費の

額の１／２とし、１２,５００円

を補助限度額とする。 

(2)補助金の額に１００円未満

の端数が生じた場合は、これを

切り捨てるものとする。 

 

 


